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本年も確定申告の時期が参りました。所得税・贈与税の申告納税は 平成２９年３月１５日（水）  まで、消費税及び地方消費税

の申告納税は 平成２９年３月３１日（金） までです。ただし、振替納税の手続をしている場合には、申告所得税の振替日は平成２
９年４月２０日（木）、消費税及び地方消費税の振替日は平成２９年４月２５日（火）です。なお、納付が遅れると、延滞税がかかりますの
で、ご注意ください。 

 
＜所得税＞ 
※平成２８年分の所得税から適用される主な改正事項 

減価償却制度について 

平成２８年４月１日以後に取得する建物の附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物
の減価償却の方法のうち、定率法が廃止されました。 
《適用関係》 
この改正は、平成２８年分以後の所得税について適用されます。なお、所要の経過措
置が講じられています。 

給与所得控除(所法２８)
について 

給与所得控除の上限額が、平成２８年分の所得税については 230 万円(給与収入
1,200 万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。 

 
※確定申告をする必要のある方 
(1) 給与所得がある方のうち、 
・ 給与の年間収入金額が 2,000 万円を超える方 
・ 給与を１か所から受けていて､各種の所得金額（給与 

所得、退職所得を除く）の合計額が 20 万円を超える方 
・ 給与を２か所以上から受けている方（一部の方を除く） 

 など 
(2) 公的年金等に係る雑所得がある方のうち、 

・ 公的年金等の収入金額が 400 万円以上である方 
・ 公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が 

20 万円以上である方 
    ※税務署への申告が不要でも、市町村で申告手続きは 

必要な場合があります。 
(3) 他の所得（事業所得、不動産所得、保険の満期等の 

一時所得、譲渡所得など）がある方 
 
 

～社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入～ 
平成２８年分以降の確定申告書等の提出の際には、 
「マイナンバーの記載」＋「本人確認書類の提示又は写しの添付」 
が必要です。 

 
申告書には次の方のマイナンバーを記入します。 
①本人 ②配偶者（※） ③扶養親族 ④事業専従者 
（※）配偶者（特別）控除の適用を受ける配偶者 
 

 
 

（国税庁ホームページより） 
 
 

（後藤）  
 

（竹内） 

※確定申告（還付申告）をすれば 
源泉徴収をされた所得税等が戻る方 

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め 
過ぎとなっているとき 

(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき 
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき 
(4) 認定住宅の新築等をした場合（認定住宅新築等特別税額控除） 
(5) 災難や盗難などで資産に損害を受けたとき 
(6) 多額の医療費を支出したとき 
(7) 特定の寄附をしたとき 
(8) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税の選択をした 

上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき 

 

関西学院大学院時代の恩師。年末に９９歳で逝去された。一流の会計学者であり、学生指導の厳しさでも有名で

あった。私を教学補佐というポストに選任していただき、給料をいただいた。平松一夫君（後に世界会計学会会長

になった）も同時に就任した。貧乏学生である私を助けるためのご配慮であった。この経緯を知ったのは（迂闊に

も）最近のことであり、先生に感謝の気持ちを伝える機会を失った。ご冥福をお祈りするしかない。 
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会計制度 

 

原価計算と管理会計について㉒  ～予算管理⑥ 単年度予算の作成～ 

 

 

 

 

 
改正労働契約法の無期転換制度が施行されてまもなく４年です。この無期転換制度とは、契約社員・パートタイマー等名称を問わず、

有期労働契約労働者の平成２５年４月１日以降に始まった有期労働契約が反復更新され、通算５年を超えると無期転換申込みの権利
が発生することです。 

ただし､労働契約法に特例が設けられており、定年後、再雇用者については 「第二種計画認定・変更申請書」 を作成し、 都道府県
労働局長の認定 を受けておくことで、無期転換申込権が発生しません。この申請書については事業場単位ではなく、本社で一括 して
作成することになっています。 

また､この特例は､その企業で定年を迎えた従業員が対象であり、他社で定年の年齢を超えた者を新たに雇用する場合は、対象に
はなりません。 

以上のことから、定年後再雇用者の雇用について５年を超える可能性があれば、手続きを早めにしておいた方がよいと思われます。 
（松本）  

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

今回は、単年度予算の作成手順を紹介します。 
予算の作成手順には、大きく分けると ①目標利益から計算する方法 と、 ②目標売上高から計算する方法 の２種類があります。 
今回は、目標利益から計算する方法を解説します。 

 
【前提条件】 

① 当期の税引後利益は 150 万円を目標とする。 
② 原価率は７０％を見込む。 
③ 販売費および一般管理費の変動費率は２０％、 

固定費は年間2,000 万円を見込む。 
④ 支払利息は年間50 万円を見込む。 
⑤ 税率は４０％とする。 

 
【損益計算書】 
 

予算損益計算書（単位：万円）   
    
売上高 23,000  ④限界利益率（１－（７０％＋２０％）） 
売上原価 16,100  ④原価率７０％ 
売上総利益 6,900   
    
販売費および一般管理費 6,600   

（うち変動費） (4,600)  ④変動費率２０％ 
（うち固定費） (2,000)  ③固定費２０００→限界利益額２３００ 

営業利益 300   
支払利息 50  ②支払利息５０ 
税引前当期利益 250  ①１５０÷（１－４０％） 
法人税等 100   

税引後当期利益 150   
 
 

 作成手順を確認してみると分かるように、目標利益を決定した後は、損益計算書の数値を下から計算していくと予算損益計算書が完成し
ます。 

なお、上記は基本的な作成手順となりますが、実際に問題となるのは前提条件の求め方となってきます。一般的には、前期数値などを
参考に決定していくことになりますが、細かい部分は経理担当者に関与してもらうほうが良いこともあります。特に、販売費・一般管理費につ
いて、経営者がすべての数値を検討するのは困難なことがあるため、積極的に経理担当者に確認したほうがよいでしょう。 

また、完成した予算は経営者や従業員が数値全体をチェックして、不自然な数値や達成困難な数値になっていないことを確認することも
大切です。              

（孝志洋）  
 
 

1０日 一括有期事業開始届＜概算保険料160 万円未満・請負金額18,000 万円
未満の工事＞（労働基準監督署） 

 支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受
給権者（誕生月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 ２８日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提出
（年金事務所・公共職業安定所） 
じん肺健康診断実施状況報告（労働基準監督署） 

 

【作成手順】 
① 税引後利益を（１－４０％）で割り返して税引前利益を求める。 
② 税引前利益に支払利息を足して営業利益を求める。 
③ 営業利益に 2,000 万円を足して限界利益を求める。 
④ 限界利益を限界利益率（１－（７０％＋２０％）） 

で割り返して売上高を求める。 
⑤ 上記①～④の結果を損益計算書にあてはめる。 

２月の社会保険労務 



平 成 ２７年 分 の相 続 税 の申 告 状 況  
資 産 税 係  

 

   

非 営 利 法 人  
社 会 福 祉 法 人 に対 する会 計 監 査 人 の設 置  

リ ス マ ネ 委 員 会       

 

～医 療 保 険 ② 公 的 医 療 保 険 制 度 を知 ろう～ 

 
 

 
1 ２８年分所得税の確定申告（２月１６日から３月１５日まで） 
2 ２８年分贈与税の申告(２月１日から３月１５日まで) 
3 固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付 
 納期限…２月中において市町村の条例で定める日 
4 １月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 
 納期限…２月１０日 
5 ２８年１２月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 
 ＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞ 

納期限･･･２月２８日 
6 ３月、６月、９月、１２月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 
 ＜消費税・地方消費税＞ 
 申告期限･･･２月２８日 

7 法人１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･２月２８日 

8 ６月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税＞（半期分） 
申告期限･･･２月２８日 

9 消費税の年税額が400万円超の３月、６月、９月決算法人の３月ごとの中間申
告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･２月２８日 

10 消費税の年税額が4,800万円超の１１月、１２月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告（１０月決算法人は２ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･２月２８日 

※ 税理士記念日…２月２３日 
 

 

 

 
改正社会福祉法において、平成２９年度に係る計算書類等について、一定の事業規模を超える法人に対して、会計監査人

（公認会計士または監査法人）による会計監査が義務付けられることとなりました。 
これは、社会福祉法人に対する信頼を確立するとともに、法人の経営力強化、効率的な経営の観点から、ガバナンス・財務

規律の強化を図ることを目的とした改正であり、社会福祉法人改革の柱の一つとされています。 
監査対象法人は「一定の事業規模を超える」とある通り、収益の金額または負債の金額に下表のような基準が設けられていま

す。また、この基準金額を段階的に引き下げ、対象範囲を拡大していくことが検討されています。 
 

年度 収益基準 負債基準 
２９ 

３０億円を超える ６０億円を超える 
３０ 
３１ 

２０億円を超える ４０億円を超える 
３２ 

３３～ １０億円を超える ２０億円を超える 
（平成２９年度以降の監査実施状況を踏まえて変更される可能性があります） 

 
監査対象となった場合、監査法人等が行う予備調査への対応や会計監査に耐えられる内部統制の構築・維持が求められ

ることから、準備に時間がかかることが予想されます。監査対象となる可能性のある社会福祉法人においては、早めの対応が望
まれます。 

（非営利法人担当）  
 
 

 
 
 
 

 
１月号では民間の医療保険に加入する際には公的医療保険制度を知ることが大切であることをお伝えしました。では、公的医

療保険制度とはどのようなものをいうのでしょうか？ 
公的医療保険は、加入者やその家族など（被扶養者）が、医療の必要な状態になったときに、公的機関などが医療費の一

部負担をしてくれるという制度です。日本では、すべての人が公的医療保険に加入することになっており、これを「国民皆保険制
度」と呼んでいます。 

公的な医療保険は、会社員などが加入する「健康保険」と、自営業者などが加入する「国民健康保険」で保障内容が異なり
ます。この違いによって、不足する保障が異なることになり、民間の生命保険や医療保険商品を選ぶ際には、この違いを考慮して
選ぶ必要があるのです。なお、船員保険と共済保険は、健康保険に近い保障内容になっています。 

（さくらﾋﾞｼﾞﾈｽ）  
 
 

 
 
 
国税庁が取りまとめた「平成２７年分の相続税の申告状況について」によると、相続税の申告割合は８．０％になったことがわか

りました。 
相続税制については、平成２７年１月以降に発生した相続等から、基礎控除が改正前の６割に引き下げられたことから、今回

公表される資料においては、相続税の課税割合の増加が予想されていました。公表された資料では、亡くなられた人１２９万人
（被相続人数）に占める相続税の課税対象となる被相続人数は１０万３千人となり、前年の４．４％から３．６ポイント増加し８．０％
（前年比１．８倍）となっていました。 

課税価格については、合計が 14 兆 5,554 億円（平成２６年 11 兆 4,766 億円）となり、被相続人１人当たりでは 1 億 4,126 万
円（平成２６年 2 億 407 万円）となっています。また、相続税の税額の合計は 1 兆 8,116 億円（平成２６年 1 兆 3,908 億円）で、
被相続人１人当たりでは 1,758 万円（平成２６年 2,473 万円）となっています。 

なお、相続財産の金額の構成比をみると、土地が３８．０％（平成２６年４１．５％）で最も多く、次に多いのが現金・預貯金で
３０．７％（平成２６年２６．６％）、続いて多いのが有価証券で１４．９％（平成２６年１５．３％）となっています。  

平成２９年度税制改正では、取引相場のない株式、広大地といった財産評価における改正も予定されています。今回の発表
にもみられるように、相続税は今後ますます身近な税金となりそうです。 

（坂田）  

２月の税務 



はじめまして。１月４日より、さくら社会保険労務士法人に入所致しました船田恵理です。 

生まれも育ちも徳島ですが、大学時代を大阪で過ごしました。そのときに徳島の住みやすさや素晴らしさを初めて

実感しましたが、県外の友人に観光案内を頼まれると未だに困ってしまいます。以前など、県外の友人の案内で徳島

県内の雑貨屋めぐりをしました。最近は徳島にも「わざわざ、そのために行く」おしゃれな雑貨屋さんやカフェなど

が増えているようです。佐古近辺や西方面はあまり詳しくないので、これから散策していけたらなと思っています。 

まだまだ未熟ではございますが、皆様の一員として胸を張れるように、少しずつでも確実に精進していけたらと思

います。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

建 設 係   
入 札 参 加 資 格 要 件 「住 民 税 特 別 徴 収 」について 

 
 
 

 
平成２７年度の入札参加資格の審査時より「住民税の特別徴収」を実施していることを資格認定要件とすることは以前にもお伝

えいたしました。 
「入札参加資格申請書」の提出にあたって「個人住民税に係る特別徴収実施確認書」の提出が必要となり、添付資料として

「個人住民税額決定通知書の写し」の上段部分（下図参照）が必要となります。（特別徴収を実施している全ての通知書）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（天羽） 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

昨年１２月２日、徳島グランヴィリオホテルにて、徳島商工会議所の表彰式が開催されました。永年勤続する優良従業員ということ

で、当事務所より、２０年表彰の部で２名、１０年表彰の部で３名が表彰されました。 

今月号は、勤続年数２０年のベテラン職員の２人を紹介させていただきます。 
 

さくら税理士法人  

田中 秀知 

２０年勤続の表彰をいただきました。まだまだ未熟で勉強の日々で

すが、諸先輩方に追いつけるように、後輩達に負けないように、そ

して支えていただいている周りの人々に対する感謝の気持ちを忘

れないように日々精進していきたいと思います。 

さくら税理士法人 

岸上 太吉 

あっという間の２０年。 

最近特に思う「初心忘るべからず」。 

いつまでも忘れず持とう謙虚な気持ちと緊張感。 

 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 

－ 船田 恵理 －

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       
 

【個人住民税税額決定通知書サンプル】 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

 

従業員個人の住所・氏名・税額に

係る部分の写しは不要です。 

コピーして上部の必要部分のみ切り

離す・不要部分をマスキングしてコピ

ーする等して貼付してください。 

 必要部分です。 


